
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

対
象
と
な
る
方
・
期
間

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
、

出
産
予
定
ま
た
は
出
産
し
た
方
が

対
象
で
す
。

　

妊
娠
85
日（
４
か
月
）以
上
の

出
産
が
対
象
で
す（
死
産
、
流
産
、

早
産
お
よ
び
人
工
妊
娠
中
絶
の
場

合
も
含
み
ま
す
）。

　
出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら

届
出
が
で
き
ま
す
。
出
産
後
の
届

出
も
可
能
で
す
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
、
出
産
予
定
の
方
へ

産
前
産
後
期
間
相
当
分（
４
か
月
分
）の
国
民
健
康
保
険
税
が
免
除
さ
れ
ま
す
！

　
長
野
県
福
祉
大
学
校
で
は
、
保

育
及
び
介
護
福
祉
に
関
す
る
専
門

的
技
術
と
知
識
を
修
得
し
、
地
域

福
祉
を
リ
ー
ド
す
る
意
欲
の
あ
る

学
生
を
募
集
し
ま
す
。

●
保
育
学
科

一
般
選
抜

出
願
期
間

　
12
月
12
日（
火
）
〜

12
月
26
日（
火
）ま
で

試
験
日

　
令
和
６
年
１
月
18
日（
木
）

●
介
護
福
祉
学
科

一
般
選
抜（
後
期
）

出
願
期
間

　
11
月
16
日（
木
）
〜

11
月
30
日（
木
）ま
で

試
験
日　
12
月
16
日（
土
）

※
出
願
資
格
や
出
願
方
法
な
ど
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
長
野
県
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　
長
野
県
福
祉
大
学
校　
　

0
2
6
6（
57
）4
8
2
1

　
小
諸
北
佐
久
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
は
、
小
諸
市
、
御
代
田
町
、

軽
井
沢
町
、
立
科
町
の
一
市
三
町

の
地
域
で
、
約
６
０
０
名
の
方
が

会
員
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
就
業

に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
の

知
識
・
経
験
・
資
格
を
活
か
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

　
と
り
わ
け
、
庭
木
の
剪
定
や
草

刈
り
作
業
な
ど
外
作
業
に
就
業
さ

れ
る
方
を
大
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
入
会
説
明
会
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

説
明
会
実
施
日

12
月
４
日（
月
）・
12
月
18
日（
月
）

１
月
９
日（
火
）・
１
月
22
日（
月
）

２
月
５
日（
月
）・
２
月
19
日（
月
）

３
月
４
日（
月
）・
３
月
18
日（
月
）　

時
間　
午
後
１
時
30
分
か
ら

　
（
１
時
間
30
分
程
度
）

会
場

　
小
諸
北
佐
久

　
　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

小
諸
事
務
所

（
小
諸
市
六
供
二
丁
目
２
番
５
号
）

問
い
合
わ
せ
先

　
小
諸
北
佐
久

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

０
２
６
７（
24
）０
３
３
３

長
野
県
福
祉
大
学
校

「
令
和
６
年
度
入
学
生
募
集
」

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

新
規
会
員
を
募
集
し
て

い
ま
す

12月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

納 期 限

1225
月
曜
日

◦上水道使用料（12月期分）
　　大口11月使用分・一般10・11月使用分

◦下水道使用料（12月期分）
　　大口11月使用分・一般10・11月使用分（町営水道区域）
　　一般8・9月使用分（佐久水道区域）

◦農集排使用料（12月期分）
　		8・9月使用分
◦個別排水使用料（12月期分）
　		10・11月使用分

◦町県民税（4期分）
◦国民健康保険税（7期分）
◦後期高齢者医療保険料（6期分）
◦介護保険料（6期分）
◦保育料（12月分）
◦町営住宅使用料（12月分）
◦下水道負担金（3期分）

無
料
法
律
相
談
会
を
開
催

暖
炉・薪
ス
ト
ー
ブ
な
ど

使
用
の
際
の
お
願
い

灯
油
の
流
出
事
故
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　
町
で
は
、
長
野
県
弁
護
士
会
佐

久
在
住
会
と
連
携
し
て
、
無
料
法

律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
債
務

や
相
続
、
契
約
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル

で
お
困
り
の
方
は
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
完
全
予
約
制
で
す
。
秘
密

は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
安
心
し

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　
12
月
７
日（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

場
所　
役
場
２
階
相
談
室
４

（
控
室	

役
場
２
階
会
議
室
１
）

申
込
時
間

　
午
前
８
時
30
分
〜午

後
５
時
15
分

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

申
込
締
め
切
り　
12
月
１
日（
金
）

対
象
者　
町
内
在
住
者

相
談
人
数　
４
人（
先
着
順
）

相
談
時
間　
30
分
程
度

そ
の
他　
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、

利
益
相
反
の
事
情
か
ら
相
談
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課	

庶
務
係（

32
）３
１
１
１

　
近
年
、
暖
炉
や
薪
ス
ト
ー
ブ
な

ど
を
利
用
す
る
方
が
増
え
て
い
ま

す
。
一
方
で
、
町
に
は
煙
や
臭
い

に
関
す
る
相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
暖
炉
や
薪
ス
ト
ー
ブ
な
ど
を
利

用
す
る
際
は
、
次
の
ポ
イ
ン
ト
に

注
意
し
、
適
切
な
使
用
を
お
願
い

し
ま
す
。

◦
十
分
に
乾
燥
し
た
薪
を
使
う

　
湿
っ
た
薪
は
多
量
の
煙
や
臭
い
、

ス
ス
、
タ
ー
ル
が
発
生
し
ま
す
。

◦
薪
以
外
は
絶
対
に
燃
や
さ
な
い

　
ご
み
は
も
ち
ろ
ん
、
接
着
剤
・

塗
料
な
ど
が
付
着
し
た
薪（
ベ
ニ

ア
板
な
ど
）は
悪
臭
や
有
害
物
質

を
発
生
さ
せ
ま
す
の
で
、
燃
や
さ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

◦
定
期
的
に
点
検
・
掃
除
を
行
う

　

煙
突
に
ス
ス
や
タ
ー
ル
が
溜

ま
っ
て
い
る
と
、
使
用
時
の
火
の

粉
が
原
因
で
引
火
す
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。
火
災
の
原
因
と
な
り
ま

す
の
で
、
定
期
的
に
点
検
・
掃
除

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

◦
ご
近
所
へ
の
配
慮

　
近
所
で
洗
濯
物
を
外
に
干
し
て　

い
る
時
間
帯
は
使
用
を
控
え
る
な

ど
、
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
環
境
衛
生
係

（
32
）３
１
１
４

　
各
家
庭
で
灯
油
を
扱
う
機
会
が

増
え
る
冬
季
は
、
灯
油
の
流
出
事

故
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
灯
油
が
河
川
へ
流
出
し
て
し
ま

う
と
、
た
と
え
少
量
で
あ
っ
て
も
、

下
流
域
で
水
道
水
の
取
水
、
養
魚

場
、
農
作
物
な
ど
に
甚
大
な
被
害

を
及
ぼ
し
、
事
故
を
起
こ
し
た
当

事
者
に
は
損
害
賠
償
、
油
除
去
、

土
壌
入
替
な
ど
、
多
く
の
対
応
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

　
日
ご
ろ
か
ら
事
故
を
防
止
す
る

た
め
に
次
の
こ
と
を
必
ず
守
り
ま

し
ょ
う
。

◦
給
油
中
は
そ
の
場
を
離
れ
な
い　

◦
給
油
後
、
バ
ル
ブ
の
閉
め
忘
れ

が
な
い
か
確
認
す
る

◦
定
期
的
に
給
油
設
備
に
腐
食
や

亀
裂
な
ど
が
な
い
か
点
検
を
行

う
　
万
が
一
、
灯
油
を
流
出
さ
せ
て

し
ま
っ
た
り
、
流
出
し
て
い
る
の

を
発
見
し
た
ら
、
流
出
防
止
措
置

を
取
り
、
す
ぐ
に
次
の
機
関
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　
早
期
発
見
・
早
期
対
応
が
汚
染

の
拡
大
防
止
に
は
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
環
境
衛
生
係

（
32
）３
１
１
４

　
御
代
田
消
防
署（

32
）０
１
１
９

こ
の
ご
み

  

ど
っ
ち
だ
っ
け
？

○
ね
こ
砂（
ペ
ッ
ト
の
ト
イ
レ
砂
）

　
鉱
物
性
の
も
の
…
不
燃
ご
み

　
植
物
性
の
も
の
…
可
燃
ご
み

　
ペ
ッ
ト
の
ト
イ
レ
と
し
て
使
用

さ
れ
る
ね
こ
砂
は
、
鉱
物
・
木
・

紙
な
ど
、
素
材
に
よ
っ
て
分
別
が

異
な
り
ま
す
。

　
汚
物
が
付
着
し
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
素
材
に
関
係
な
く
可

燃
ご
み
と
な
り
ま
す
。

　
ベ
ン
ト
ナ
イ
ト
や
ゼ
オ
ラ
イ
ト

な
ど
の
鉱
物
系
の
ね
こ
砂
は
、
不

燃
ご
み
と
し
て
捨
て
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
リ
サ
イ
ク
ル
紙
や
再
生

パ
ル
プ
、
天
然
の
木
材
な
ど
、
植

物
性
の
ね
こ
砂
は
可
燃
ご
み
と
し

て
捨
て
ま
し
ょ
う
。

　
ね
こ
砂
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
表
記
を

確
認
い
た
だ
き
、
適
切
な
分
別
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
環
境
衛
生
係

（
32
）３
１
１
４

国民健康保険税の免除方法

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
産前産後期間の保険税が０になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月（または出産月）の３か月前から６か月相当分が減
額されます。

　その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月（または
出産月）の前月から出産予定月（または出産月）の翌々月（以下「産前産後期
間」といいます。）相当分が減額されます。

3か月前 2か月前 1か月前 1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方 出産予定月

多胎の方 出産予定月

※令和５年11月に出産の場合、令和６年１月相当分の保険税が減額されます。令和
６年１月より前の期間については減額の対象とはなりません。

例：単胎で令和5年11月出産の場合

　令和５年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分
だけ、保険税が減額されます（制度開始が令和6年1月からのため）。

令和5年8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
出産予定月 対象期間

「
御
代
田
町
公
式
L
I
N
E
」

　
　
　

	

と
も
だ
ち
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

町
公
式
L
I
N
E
で
は
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
、
防
災
情
報
、

暮
ら
し
の
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
各
種
申
し
込

み
な
ど
、
便
利
な
機
能
も
実
装
し
て
い
き
ま
す
。

※
令
和
５
年
度
分
に
つ
い
て
は
、

令
和
６
年
１
月
以
降
か
ら
届
け

出
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
税
が
減
額
さ
れ
た
場
合
、	

払
い
す
ぎ
に
な
っ
た（
既
に
納
付

し
て
し
ま
っ
た
）保
険
税
は
お
返

し
し
ま
す
。

届
け
出
に
必
要
な
書
類

・
申
請
書

（
窓
口
で
受
け
取
る
か
、H
P
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ

い
）

・
本
人
確
認
書
類

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、運
転

免
許
証
ほ
か
）

※
別
世
帯
の
方
が
申
請
さ
れ
る
場

合
は
、世
帯
主
か
ら
の
委
任
状

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
母
子
手
帳
な
ど

問
い
合
わ
せ
先

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

　
税
務
課
住
民
税
係（

32
）3
1
2
6

制
度
の
内
容
に
つ
い
て

　
保
健
福
祉
課
国
保
年
金
係

（
31
）2
5
1
2
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